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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子商取引システムであって、
　１または複数のプロセッサであって、
　　１組のバックエンドカテゴリに関連する取引情報であって、予め定められた期間中に
前記１組のバックエンドカテゴリにおいて取引を完了した前記システムのユーザのユーザ
情報および商品が購入されたことを示す情報を含む取引情報を取得し、
　　前記ユーザ情報に基づいて、前記予め定められた期間中に前記システムのユーザによ
って選択された１組のフロントエンドカテゴリを決定し、
　　前記１組のフロントエンドカテゴリに含まれるフロントエンドカテゴリが前記予め定
められた期間中に前記システムの前記ユーザによって選択された回数を決定し、
　　前記取引情報と、前記フロントエンドカテゴリが前記予め定められた期間中に選択さ
れた前記回数とに従って、前記フロントエンドカテゴリを調整するよう構成された１また
は複数のプロセッサと、
　前記１または複数のプロセッサの少なくとも１つに接続され、前記プロセッサに命令を
提供するよう構成されたメモリと、
を備える、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記１または複数のプロセッサは、
　　前記取引記録に従って、前記ユーザのユーザＩＤを決定し、
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　　前記予め定められた期間中に前記フロントエンドカテゴリを選択したユーザの選択イ
ベント記録を取得し、
　　前記ユーザＩＤおよび前記選択イベント記録に従って、前記予め定められた期間中に
前記ユーザによって選択された前記フロントエンドカテゴリを決定することにより、
　前記１組のフロントエンドカテゴリを決定するよう構成されている、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記１または複数のプロセッサは、ユーザが前記
バックエンドカテゴリの商品の取引を完了した時に、前記ユーザによって選択されたフロ
ントエンドカテゴリを記録することによって、前記１組のフロントエンドカテゴリを決定
するよう構成されている、システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムであって、前記フロントエンドカテゴリを記録することは、
前記ユーザのアクセスパスに従って、前記フロントエンドカテゴリを決定することを含む
、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、各フロントエンドカテゴリは、１または複数のバ
ックエンドカテゴリに対応する、システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、各バックエンドカテゴリは、１または複数のフロ
ントエンドカテゴリに対応する、システム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、前記フロントエンドカテゴリを調整することは、
前記フロントエンドカテゴリが前記予め定められた期間中に選択された前記回数が多い場
合に、さらなる関連のバックエンドカテゴリを前記フロントエンドカテゴリに関連付ける
ことを含む、システム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、前記フロントエンドカテゴリを調整することは、
前記フロントエンドカテゴリが前記予め定められた期間中に選択された前記回数が少ない
場合に、前記フロントエンドカテゴリとのバックエンドカテゴリの関連づけを解除するこ
とを含む、システム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、さらに、前記フロントエンドカテゴリが前記予め
定められた期間中に選択された前記回数が多い場合に、さらなる関連のフロントエンドカ
テゴリを追加することを含む、システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムであって、前記取引情報は、商品が閲覧されたことを示す情
報を含む、システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシステムであって、前記取引情報は、商品が保存されたことを示す情
報を含む、システム。
【請求項１２】
　電子商取引システムにおいてカテゴリを管理する方法であって、
　１組のバックエンドカテゴリに関連する取引情報を取得し、前記取引情報は、予め定め
られた期間中に前記１組のバックエンドカテゴリにおいて取引を完了した前記システムの
ユーザのユーザ情報および商品が購入されたことを示す情報を含み、
　前記ユーザ情報に基づいて、前記予め定められた期間中に前記システムのユーザによっ
て選択された１組のフロントエンドカテゴリを決定し、
　プロセッサを用いて、前記１組のフロントエンドカテゴリに含まれるフロントエンドカ
テゴリが前記予め定められた期間中に前記システムの前記ユーザによって選択された回数
を決定し、
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　前記取引情報と、前記フロントエンドカテゴリが前記予め定められた期間中に選択され
た前記回数とに従って、前記フロントエンドカテゴリを調整すること、
を備える、方法。
【請求項１３】
　コンテンツを供給するためのコンピュータプログラムであって、
　１組のバックエンドカテゴリに関連する取引情報であって、予め定められた期間中に前
記１組のバックエンドカテゴリにおいて取引を完了した前記システムのユーザのユーザ情
報および商品が購入されたことを示す情報を含む取引情報を取得するための機能と、
　前記ユーザ情報に基づいて、前記予め定められた期間中に前記システムのユーザによっ
て選択された１組のフロントエンドカテゴリを決定するための機能と、
　フロントエンドカテゴリの前記１組のフロントエンドカテゴリが前記予め定められた期
間中に前記システムの前記ユーザによって選択された回数を決定するための機能と、
　前記取引情報と、前記フロントエンドカテゴリが前記予め定められた期間中に選択され
た前記回数とに従って、前記フロントエンドカテゴリを調整するための機能と、
をコンピュータによって実現させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願への相互参照］
　本出願は、参照によって本明細書に全体を組み込まれる２００８年１１月２５日出願の
、発明の名称を「METHOD AND DEVICE FOR ADJUSTING THE FRONT-END CATEGORY OF AN ELE
CTRONIC COMMERCE WEBSITE（電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整す
るための方法およびシステム）」とする中国特許出願第２００８１０１７９０２６．１号
の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、電子商取引の分野に関し、特に、電子商取引ウェブサイトにおいて商品カテ
ゴリを管理するための方法およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、電子商取引ウェブサイトは、フロントエンドカテゴリおよびバックエンドカテゴ
リを含みうる。バックエンドカテゴリまたはバックエンド商品もしくはサービスカテゴリ
は、階層的な商品またはサービスカテゴリの関係性を指し、しばしば、電子商取引ウェブ
サイトの取引フローに記録され、取引会計のためにバックエンドで用いられる。例えば、
階層的な商品バックエンドカテゴリは、上位レベルのバックエンドカテゴリ「携帯電話」
を含んでよく、次いで、そのバックエンドカテゴリは、「ノキア社携帯電話」、「国産携
帯電話」、および、「サムスン社携帯電話」など、下位レベルのバックエンドカテゴリを
含んでよい。バックエンドカテゴリは、しばしば、比較的不変であり、変更されるのはま
れである。
【０００４】
　フロントエンドカテゴリもしくはフロントエンド商品またはサービスカテゴリは、ユー
ザが閲覧するための電子商取引ウェブサイトの商品提示ページに展示、すなわち表示され
る階層的な商品またはサービスの関係性を指し、ウェブページに提示したものをユーザに
案内するために用いられる。通常、フロントエンドカテゴリは、１または複数のバックエ
ンドカテゴリを含むか、または、別の方法でバックエンドカテゴリに関連付けられてよく
、ウェブサイト管理者によってしばしば調整されうるため、柔軟であることが多い。例え
ば、バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」、「国産携帯電話」、および、「サムス
ン社携帯電話」などは、フロントエンドカテゴリ「人気の携帯電話」に関連付けられてよ
く、ユーザは、フロントエンドカテゴリ「人気の携帯電話」を介して、対応する商品ペー
ジにリンクされうる。
【０００５】
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　現在、電子商取引ウェブサイトの管理者は、通常、電子商取引ウェブサイトの取引イベ
ント全体および個々の商品の取引イベント全体のみを容易に見ることできる。管理者は、
一般に、最終的に購買取引につながる商品情報をユーザがどのフロントエンドカテゴリを
通して閲覧するのかを上手く知ることができない。したがって、管理者は、フロントエン
ドカテゴリの組織構造など、フロントエンドカテゴリのデザインが妥当であるか否か、各
商品がユーザに対して良好に提示されているか否かを、上手く知ることができない。商品
売上高を高めるには、効果的な商品表現が重要である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　種々の本発明の実施形態は添付の図面と共に以下に詳細に説明される。
【０００７】
【図１】電子商取引ウェブサイトの商品カテゴリを管理するための処理の一実施形態を示
すデータフローチャート。
【０００８】
【図２】電子商取引ウェブサイトの商品カテゴリを管理するよう構成されたシステムの一
実施形態を示すブロック図。
【０００９】
【図３】電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するための処理の一実
施形態を示すフローチャート。
【００１０】
【図４】電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するための処理の具体
的な例を示すフローチャート。
【００１１】
【図５】電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するよう構成されたデ
バイスの一実施形態を示す構造図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、処理、装置、システム、物質の組成、コンピュータ読み取り可能な格納媒体
上に具現化されたコンピュータプログラム製品、および／または、プロセッサ（プロセッ
サに接続されたメモリに格納および／またはそのメモリによって提供される命令を実行す
るよう構成されたプロセッサ）を含め、様々な形態で実装されうる。本明細書では、これ
らの実装または本発明が取りうる任意の他の形態を、技術と呼ぶ。一般に、開示された処
理の工程の順序は、本発明の範囲内で変更されてもよい。特に言及しない限り、タスクを
実行するよう構成されるものとして記載されたプロセッサまたはメモリなどの構成要素は
、ある時間にタスクを実行するよう一時的に構成された一般的な構成要素として、または
、タスクを実行するよう製造された特定の構成要素として実装されてよい。本明細書では
、「プロセッサ」という用語は、１または複数のデバイス、回路、および／または、コン
ピュータプログラム命令などのデータを処理するよう構成された処理コアを指すものとす
る。
【００１３】
　以下では、本発明の原理を示す図面を参照しつつ、本発明の１または複数の実施形態の
詳細な説明を行う。本発明は、かかる実施形態に関連して説明されているが、どの実施形
態にも限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定されるものであ
り、多くの代替物、変形物、および、等価物を含む。以下の説明では、本発明の完全な理
解を提供するために、多くの具体的な詳細事項が記載されている。これらの詳細事項は、
例示を目的としたものであり、本発明は、これらの具体的な詳細事項の一部または全てが
なくとも特許請求の範囲に従って実施可能である。簡単のために、本発明に関連する技術
分野で周知の技術事項については、本発明が必要以上にわかりにくくならないように、詳
細には説明していない。
【００１４】
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　図１は、電子商取引ウェブサイトの商品カテゴリを管理するための処理の一実施形態を
示すデータフローチャートである。ウェブサイトのフロントエンドで生じるユーザ選択イ
ベント１５０（例えば、特定のフロントエンドカテゴリがユーザによってクリックされた
ことを示すクリックイベント）と、バックエンドカテゴリの取引記録１５２が関連付けら
れる。各バックエンドカテゴリは、例えば、「ノキア社携帯電話」などの１種類の商品に
対応する。取引記録は、その種類の商品に対して行われた取引を示す。取引には、例えば
、購入、選択された商品のユーザによる閲覧、後に購入するために選択された商品のユー
ザによる保存、または、商品へのユーザの関心をウェブサイトオペレータに知らせるその
他の適切な動作が含まれる。１５０および１５２におけるデータは、ポインタまたは参照
を用いてマッピングされ、互いに結合され、あるいは、フロントエンドカテゴリの選択お
よびバックエンドカテゴリの取引の間の対応が確立するような別の方法で関連付けられて
よい。関連付けられたデータは、バックエンドカテゴリの取引項目に対応するユーザによ
って選択されたフロントエンドカテゴリをルックアップするために用いられる。購入され
たバックエンドカテゴリに対応する各フロントエンドカテゴリについて、フロントエンド
カテゴリに対する選択回数がバックエンドカテゴリにおける商品取引に及ぼす影響度（例
えば、顧客転換率）を決定するために、そのフロントエンドカテゴリがユーザによって選
択された回数がカウントされる。
【００１５】
　図２は、電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するよう構成された
システムの一実施形態を示すブロック図である。図の例において、システムは、電子商取
引ウェブサイトクライアントのクライアント１１と、サーバ１０と、バックエンドデータ
ベース１２とを備える。いくつかの実施形態において、バックエンドデータベース１２は
、サーバ１０に含まれるか、または、別個のサーバ上で動作する。クライアント１１は、
ユーザ選択イベント（例えば、クリックイベント）をキャプチャし、キャプチャされたユ
ーザイベントをサーバ１０に送る。バックエンドデータベース１２は、バックエンドカテ
ゴリの商品の取引イベントを記録する。電子商取引ウェブサイトにおけるフロントエンド
カテゴリの選択イベントおよびバックエンドカテゴリの商品の取引イベントの間の関連付
けは、サーバによって実現される。ここで、各フロントエンドカテゴリは、少なくとも１
つのバックエンドカテゴリを含むか、または、別の方法で関連付けられており、各バック
エンドカテゴリは、少なくとも１つのフロントエンドカテゴリに属するか、または、別の
方法で関連付けられている。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、フロントエンドカテゴリリストおよびバックエンドカテ
ゴリリストがそれぞれ、サーバに格納される。マッピング関係が、フロントエンドカテゴ
リとバックエンドカテゴリとの間に確立される。すなわち、マッピング関係が、各バック
エンドカテゴリと、それが属するフロントエンドカテゴリとの間に確立される。マッピン
グ関係を確立することによって、バックエンドカテゴリおよびそれらに関連付けられた情
報は、それらに対応するフロントエンドカテゴリが選択（例えば、クリック）された時に
アクセスされうる。
【００１７】
　例えば、フロントエンドカテゴリ「人気の携帯電話」は、バックエンドカテゴリ「ノキ
ア社携帯電話」、「サムスン社携帯電話」、および、「国産携帯電話」などを含んでよく
、すなわち、マッピング関係が、フロントエンドカテゴリ「人気の携帯電話」と、バック
エンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」、「サムスン社携帯電話」、および、「国産携帯電
話」との間に確立される。
【００１８】
　フロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」は、バックエンドカテゴリ「国産携
帯電話」および「ノキア社携帯電話」を含んでよい。したがって、マッピング関係が、フ
ロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」と、バックエンドカテゴリ「国産携帯電
話」および「ノキア社携帯電話」との間に確立される。
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【００１９】
　フロントエンドカテゴリ「人気のカメラ」は、バックエンドカテゴリ「ソニー社カメラ
」、「コダック社カメラ」、および、「サムスン社カメラ」を含んでよい。したがって、
マッピング関係が、フロントエンドカテゴリ「人気のカメラ」と、バックエンドカテゴリ
「ソニー社カメラ」、「コダック社カメラ」、および、「サムスン社カメラ」との間に確
立される。
【００２０】
　フロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」は、バックエンドカテゴリ「ソニー社
カメラ」および「サムスン社カメラ」を含んでよい。したがって、マッピング関係が、フ
ロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」と、バックエンドカテゴリ「ソニー社カメ
ラ」および「サムスン社カメラ」との間に確立される。
【００２１】
　図３は、電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するための処理の一
実施形態を示すフローチャートである。この処理は、ウェブサーバまたはデータベースサ
ーバ上で実行されてよく、以下の工程を含む。
【００２２】
　ステップＳ１０１において、各バックエンドカテゴリにおける商品の取引記録を取得す
る。取引記録は、予め定められた期間中にバックエンドカテゴリの商品に対してなされた
取引を記録する。取引には、例えば、商品の購入、商品の閲覧、ショッピングカートまた
はウィッシュリストへの商品の保存などが含まれる。いくつかの実施形態において、各バ
ックエンドカテゴリに含まれる商品の取引記録（例えば、購入記録、閲覧記録、保存記録
など）は、電子商取引ウェブサイトのバックエンドデータベースに保存され、各記録は少
なくとも、取引された商品が属するバックエンドカテゴリと、商品に関して取引を完了し
たユーザの識別子（ＩＤ）などのユーザ情報とを含む。
【００２３】
　ステップＳ１０２において、各バックエンドカテゴリの商品を取引したユーザを決定す
る。取引記録はユーザＩＤなどのユーザ情報を含むので、各バックエンドカテゴリの商品
を購入したユーザを容易に決定することができる。
【００２４】
　ステップＳ１０３において、各バックエンドカテゴリの商品を取引したユーザによって
予め定められた期間中に選択されたフロントエンドカテゴリが決定される。このステップ
は、以下の２つの動作を含む。
【００２５】
　１）フロントエンドログシステムによって記録された予め定められた期間中の各フロン
トエンドカテゴリに対する全ユーザの選択イベント記録をユーザＩＤを用いて照合するこ
とによって、各バックエンドカテゴリの商品を購入したユーザによって予め定められた期
間中に選択されたフロントエンドカテゴリを決定する動作。いくつかの実施形態において
、この動作は特に、順不同で以下を含む。
【００２６】
　i）予め定められた期間中にフロントエンドカテゴリを選択した全ユーザの選択イベン
ト記録を取得すること。いくつかの実施形態において、選択イベント記録は、電子商取引
ウェブサイトのログシステムによって記録される。電子商取引ウェブサイトのログシステ
ムは、ユーザによる各フロントエンドカテゴリの選択イベントを記録してよい。選択イベ
ント記録は、少なくとも、各フロントエンドカテゴリを選択したユーザのユーザＩＤを含
む。
【００２７】
　iii）決定されたユーザＩＤおよび取得された選択イベント記録に従って、各バックエ
ンドカテゴリの商品を取引したユーザによって予め定められた期間中に選択されたフロン
トエンドカテゴリを決定すること。
【００２８】
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　２）ユーザがバックエンドカテゴリの商品に対する取引を完了した時に、ユーザによっ
て選択されたフロントエンドカテゴリを記録する動作。いくつかの実施形態において、ユ
ーザが商品を取引した時に選択されたフロントエンドカテゴリは、電子商取引ウェブサイ
トのアドレスバーに記録されたユーザのアクセスパスに従って記録される。
【００２９】
　ステップＳ１０４において、各バックエンドカテゴリの商品を取引したユーザによる各
フロントエンドカテゴリの選択回数が決定される。例えば、フロントエンドカテゴリＡ１
が各バックエンドカテゴリの商品を購入したユーザによって選択された回数はｘ１として
カウントされ、フロントエンドカテゴリＡ２が各バックエンドカテゴリの商品を購入した
ユーザによって選択された回数はｘ２としてカウントされ、フロントエンドカテゴリＡ３
が各バックエンドカテゴリの商品を購入したユーザによって選択された回数はｘ３として
カウントされる、などである。
【００３０】
　ステップＳ１０５において、カウント結果に従って、フロントエンドカテゴリ構造が調
整される。バックエンドカテゴリの商品取引に対する各フロントエンドカテゴリの影響が
、カウント結果に従って分析され、フロントエンドカテゴリの組織構造が、分析結果に従
って再定義および調整されることで、最適化されたフロントエンドカテゴリ組織構造が得
られる。
【００３１】
　フロントエンドカテゴリの組織構造の見直しは、フロントエンドカテゴリを増減させる
こと、既存のフロントエンドカテゴリに関連付けられたバックエンドカテゴリを増減させ
ることなどを含んでよい。
【００３２】
　例えば、あるフロントエンドカテゴリの選択回数が多く、対応するバックエンドカテゴ
リの商品の売上が大きい場合、他のバックエンドカテゴリの商品の売上を高めるために、
さらなる関連のバックエンドカテゴリが、そのフロントエンドカテゴリに対応するように
追加されてもよい。換言すると、さらなるバックエンドカテゴリとフロントエンドカテゴ
リとの間のマッピングが確立される。例えば、多数のユーザがフロントエンドカテゴリ「
人気の携帯電話」をクリックしている場合、「電子メール機能を持つ携帯電話」など、さ
らなるバックエンドカテゴリが、「人気の携帯電話」に対応付けて追加される。
【００３３】
　あるフロントエンドカテゴリに対する選択回数が少なく、含まれるバックエンドカテゴ
リの商品の売上が小さい場合、含まれるバックエンドカテゴリのいくつかが削除されても
よく、削除されたバックエンドカテゴリは、それらの商品の売上を高めるために他のフロ
ントエンドカテゴリに追加される。フロントエンドカテゴリに含まれるバックエンドカテ
ゴリの削除は、バックエンドおよびフロントエンドカテゴリの間のマッピング関係を取り
消すことによって実現される。
【００３４】
　ある商品カテゴリによって用いられるあるフロントエンドカテゴリの選択回数が多く、
含まれるバックエンドカテゴリの商品の売上が大きい場合、このフロントエンドカテゴリ
を参照することによって、ある対応するフロントエンドカテゴリが、他の商品カテゴリの
ために追加されてよい。例えば、フロントエンドカテゴリ「人気の携帯電話」のクリック
回数が多く、含まれる携帯電話タイプのバックエンドカテゴリの商品の売上が大きい場合
、このモードを参照することによって、「人気のノートブックコンピュータ」など、対応
するフロントエンドカテゴリが、ノートブックコンピュータタイプの商品など、他の商品
カテゴリの対応するフロントエンドカテゴリに追加されてよい。
【００３５】
　カウント結果に従ってフロントエンドカテゴリを再編成した後に、改善されたフロント
エンドカテゴリ組織構造の結果として売上が大きくなったか否かを検証するために、検証
プロセスが備えられてもよい。
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【００３６】
　次の予め定められた期間中に電子商取引ウェブサイトでの商品の総売上がカウントされ
、カウントされた総売上を用いて、再編成されたフロントエンドカテゴリ構造が良好な展
示効果を得るか否か、および、売上が増大されるか否かが検証される。
【００３７】
　図４は、電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するための処理の具
体的な例を示すフローチャートである。この処理は以下を含む。
【００３８】
　ステップＳ２０１において、取引記録を取得する。この例では、取引記録は、電子商取
引ウェブサイトのバックエンドデータベースに保存された１組の１または複数のバックエ
ンドカテゴリに含まれる商品の購入記録であり、以下のデータを含む。
バックエンドカテゴリ：国産携帯電話；購入者：ユーザ３；ユーザＩＤ：ＩＤ３；
バックエンドカテゴリ：ノキア社携帯電話；購入者：ユーザ２；ユーザＩＤ：ＩＤ２；
バックエンドカテゴリ：ノキア社携帯電話；購入者：ユーザ４；ユーザＩＤ：ＩＤ４；
バックエンドカテゴリ：ノキア社携帯電話；購入者：ユーザ１；ユーザＩＤ：ＩＤ１；
バックエンドカテゴリ：ソニー社カメラ；購入者：ユーザ８；ユーザＩＤ：ＩＤ８；
バックエンドカテゴリ：ソニー社カメラ；購入者：ユーザ７；ユーザＩＤ：ＩＤ７；
バックエンドカテゴリ：サムスン社カメラ；購入者：ユーザ５；ユーザＩＤ：ＩＤ５；
バックエンドカテゴリ：サムスン社カメラ；購入者：ユーザ６；ユーザＩＤ：ＩＤ６；
バックエンドカテゴリ：サムスン社カメラ；購入者：ユーザ９；ユーザＩＤ：ＩＤ９；
・・・
【００３９】
　ステップＳ２０２において、上記の取得された購入記録においてバックエンドカテゴリ
の商品を購入したユーザを以下のように決定する。
バックエンドカテゴリ「国産携帯電話」の商品を購入したユーザ：ユーザ３；
バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入したユーザ：ユーザ１、ユーザ
２、および、ユーザ４；
バックエンドカテゴリ「ソニー社カメラ」の商品を購入したユーザ：ユーザ７、および、
ユーザ８；
バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入したユーザ：ユーザ５、ユーザ
６、および、ユーザ９；
・・・
【００４０】
　ステップＳ２０３において、上記のユーザによって予め定められた期間中に選択された
フロントエンドカテゴリをルックアップする。
【００４１】
　例えば、図３の上記の工程Ｓ１０３によって提供される第１のモードは、以下のように
用いられる：フロントエンドログシステムによって記録された予め定められた期間中の各
フロントエンドカテゴリに対する全ユーザの選択イベント記録をユーザＩＤで照合するこ
とにより、決定された上記のユーザによって予め定められた期間中に選択されたフロント
エンドカテゴリを決定する。
【００４２】
　i）電子商取引ウェブサイトのログシステムから取得される予め定められた期間中の各
フロントエンドカテゴリに対する全ユーザの選択イベント記録は、以下の通りである：。
フロントエンドカテゴリ「人気の携帯電話」を選択したユーザＩＤ：ＩＤ３、ＩＤ４、・
・・、ＩＤｍ；
フロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」を選択したユーザＩＤ：ＩＤ１、ＩＤ
２、ＩＤ３、ＩＤ４、・・・、ＩＤｎ；
フロントエンドカテゴリ「人気のカメラ」を選択したユーザＩＤ：ＩＤ５、ＩＤ７、ＩＤ
８、・・・、ＩＤｋ；
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フロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」を選択したユーザＩＤ：ＩＤ５、ＩＤ６
、ＩＤ８、ＩＤ９、・・・、ＩＤｊ；
・・・
【００４３】
　ii）各バックエンドカテゴリの商品を購入したユーザＩＤを以下のように決定する。
バックエンドカテゴリ「国産携帯電話」の商品を購入したユーザに対応するユーザＩＤ：
ＩＤ３；
バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入したユーザに対応するユーザＩ
Ｄ：ＩＤ１、ＩＤ２、および、ＩＤ４；
バックエンドカテゴリ「ソニー社カメラ」の商品を購入したユーザに対応するユーザＩＤ
：ＩＤ７、および、ＩＤ８；
バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入したユーザに対応するユーザＩ
Ｄ：ユーザ５、ユーザ６、および、ユーザ９；
・・・
【００４４】
　iii）決定されたユーザＩＤおよび取得された選択イベント記録に従って、各バックエ
ンドカテゴリの商品を購入したユーザによって予め定められた期間中に選択されたフロン
トエンドカテゴリを決定する。具体的には、以下のように決定される。
ユーザ１が、バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入し、予め定められ
た期間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」を選択したことを、ＩＤ１
に従って決定する；
ユーザ２が、バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入し、予め定められ
た期間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」を選択したことを、ＩＤ２
に従って決定する；
ユーザ３が、バックエンドカテゴリ「国産携帯電話」の商品を購入し、予め定められた期
間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」および「人気の携帯電話」を選
択したことを、ＩＤ３に従って決定する；
ユーザ４が、バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入し、予め定められ
た期間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」および「人気の携帯電話」
を選択したことを、ＩＤ４に従って決定する；
ユーザ５が、バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入し、予め定められ
た期間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」および「人気のカメラ」を選
択したことを、ＩＤ５に従って決定する；
ユーザ６が、バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入し、予め定められ
た期間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」を選択したことを、ＩＤ６に
従って決定する；
ユーザ７が、バックエンドカテゴリ「ソニー社カメラ」の商品を購入し、予め定められた
期間中にフロントエンドカテゴリ「人気のカメラ」を選択したことを、ＩＤ７に従って決
定する；
ユーザ８が、バックエンドカテゴリ「ソニー社カメラ」の商品を購入し、予め定められた
期間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」および「人気のカメラ」を選択
したことを、ＩＤ８に従って決定する；
ユーザ９が、バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入し、予め定められ
た期間中にフロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」を選択したことを、ＩＤ９に
従って決定する；
・・・
【００４５】
　別の例において、上記ステップＳ１０３によって提供される第２のモードは以下のよう
に用いられる。ユーザがバックエンドカテゴリの商品を購入した際に、電子商取引ウェブ
サイトのアドレスバーに記録されるユーザのアクセスパスに従って、予め定められた期間
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中にユーザによって選択されたフロントエンドカテゴリを直接決定する。具体的には、例
えば、
ユーザ１は、バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入した際に、フロン
トエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」を閲覧した；
ユーザ２は、バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入した際に、フロン
トエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」を閲覧した；
ユーザ３は、バックエンドカテゴリ「国産携帯電話」の商品を購入した際に、フロントエ
ンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」および「人気の携帯電話」を閲覧した；
ユーザ４は、バックエンドカテゴリ「ノキア社携帯電話」の商品を購入した際に、フロン
トエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」および「人気の携帯電話」を閲覧した；
ユーザ５は、バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入した際に、フロン
トエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」および「人気のカメラ」を閲覧した；
ユーザ６は、バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入した際に、フロン
トエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」を閲覧した；
ユーザ７は、バックエンドカテゴリ「ソニー社カメラ」の商品を購入した際に、フロント
エンドカテゴリ「人気のカメラ」を閲覧した；
ユーザ８は、バックエンドカテゴリ「ソニー社カメラ」の商品を購入した際に、フロント
エンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」および「人気のカメラ」を閲覧した；
ユーザ９は、バックエンドカテゴリ「サムスン社カメラ」の商品を購入した際に、フロン
トエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」を閲覧した；
・・・
【００４６】
　ステップＳ２０４において、各フロントエンドカテゴリが上記決定されたユーザによっ
て選択された回数を以下のようにそれぞれ決定する。
フロントエンドカテゴリ「人気の携帯電話」が各バックエンドカテゴリの商品を購入した
ユーザによって選択された回数は、２である。
フロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」が各バックエンドカテゴリの商品を購
入したユーザによって選択された回数は、４である。
フロントエンドカテゴリ「人気のカメラ」が各バックエンドカテゴリの商品を購入したユ
ーザによって選択された回数は、３である。
フロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」が各バックエンドカテゴリの商品を購入
したユーザによって選択された回数は、４である。
・・・
【００４７】
　ステップＳ２０５において、取引記録情報およびＳ２０４の結果に従って、フロントエ
ンドカテゴリを調整する。
【００４８】
　例えば、「販売促進中の携帯電話」および「販売促進中のカメラ」に対する選択回数が
多いため、以下の商品の売上を増大させるために、バックエンドカテゴリ「サムスン社携
帯電話」がフロントエンドカテゴリ「販売促進中の携帯電話」に追加され、バックエンド
カテゴリ「コダック社カメラ」がフロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」に追加
される。すなわち、バックエンドカテゴリ「サムスン社携帯電話」およびフロントエンド
カテゴリ「販売促進中の携帯電話」の間のマッピング関係と、バックエンドカテゴリ「コ
ダック社カメラ」およびフロントエンドカテゴリ「販売促進中のカメラ」の間のマッピン
グ関係が、それぞれ確立される。
【００４９】
　ステップＳ２０６で、次の予め定められた期間中に電子商取引ウェブサイトでの商品の
総売上高をカウントし、再編成されたフロントエンドカテゴリ構造が、改善の効果を示す
か否か、および、売上高が増大されるか否かを検証する。
【００５０】



(11) JP 5087706 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

　電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するためのデバイスが、電子
商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するための本発明の上記の方法に従
って構築されてよい。デバイスの構造は、図５に示すように、決定モジュール１０１と、
ルックアップモジュール１０２と、カウントモジュール１０３と、調整モジュール１０４
とを備える。これらのモジュールは、１または複数の汎用プロセッサ上で実行されるソフ
トウェアコンポーネントとして、特定の機能を実行するよう設計されたプログラム可能論
理デバイスおよび／または特定用途向け集積回路などのハードウエアとして、もしくは、
それらの組み合わせとして実装することができる。いくつかの実施形態において、モジュ
ールは、コンピュータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置な
ど）に本発明の実施形態に記載された方法を実行させるための複数の命令など、不揮発性
記憶媒体（光学ディスク、フラッシュ記憶装置、携帯用ハードディスクなど）に格納する
ことができるソフトウェア製品の形態で具現化されてよい。モジュールは、単一のデバイ
ス上に実装されてもよいし、複数のデバイスにわたって分散されてもよい。モジュールの
機能は、互いに統合されてもよいし、複数のサブモジュールにさらに分割されてもよい。
【００５１】
　決定モジュール１０１は、電子商取引ウェブサイトのバックエンドデータベースに記録
された予め定められた期間中の各バックエンドカテゴリの取引記録を取得し、各バックエ
ンドカテゴリの商品を購入したユーザを決定するよう構成される。
【００５２】
　ルックアップモジュール１０２は、決定モジュール１０１によって決定されたユーザに
よって予め定められた期間中に選択されたフロントエンドカテゴリをルックアップするよ
う構成される。
【００５３】
　好ましくは、ルックアップモジュールは、さらに、第１のルックアップユニット１０２
１および第２のルックアップユニット１０２２を備えてもよい。
【００５４】
　第１のルックアップユニット１０２１は、決定モジュール１０１によって取得された取
引記録に従って、各バックエンドカテゴリの商品を購入したユーザのユーザＩＤを決定し
、電子商取引ウェブサイトのログシステムによって記録された予め定められた期間中の各
フロントエンドカテゴリに対する全ユーザの選択イベント記録を取得し、取得した選択イ
ベント記録および決定したユーザＩＤに従って、各バックエンドカテゴリの商品を購入し
たユーザによって予め定められた期間中に選択されたフロントエンドカテゴリを決定する
よう構成される。
【００５５】
　第２のルックアップユニット１０２２は、ユーザアクセスパスに従って、ユーザによっ
て選択されたフロントエンドカテゴリを決定し、ユーザがバックエンドカテゴリの商品を
購入した際に、予め定められた期間中にユーザによって選択されたフロントエンドカテゴ
リを直接決定するよう構成される。
【００５６】
　カウントモジュール１０３は、各バックエンドカテゴリの商品を購入したと決定された
ユーザによって各フロントエンドカテゴリが選択された回数をそれぞれカウントするよう
構成される。
【００５７】
　調整モジュール１０４は、カウント結果に従ってフロントエンドカテゴリ構造を調整す
るよう構成される。
【００５８】
　電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴリを調整するための上記のデバイスは
、さらに、次の予め定められた期間中に電子商取引ウェブサイトでの調整の総売上高をカ
ウントし、カウントした総売上高を用いて、調整後のフロントエンドカテゴリ構造を検証
するよう構成された検証モジュール１０５を備える。



(12) JP 5087706 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

【００５９】
　本発明の実施形態によって提供された電子商取引ウェブサイトのフロントエンドカテゴ
リを調整するための方法およびデバイスによると、フロントエンドカテゴリの選択イベン
トとバックエンドカテゴリの商品の取引イベントとの関連付けが、ユーザＩＤまたは購入
時のユーザのアクセスパスを用いて確立され、バックエンドカテゴリの商品の取引に対す
るフロントエンドカテゴリの影響イベントが取得されるため、フロントエンドカテゴリの
関係を科学的および合理的に編成するための意志決定支援を電子商取引ウェブサイトに提
供することが可能であり；実際のカウント結果に従ってフロントエンドカテゴリを調整す
ることによって、より最適なフロントエンドカテゴリの組織構造を得ることができるため
、それにより、ユーザは、ウェブサイト上に展示された様々な商品を閲覧する際により良
好に案内され、良好な商品展示効果が得られ、ウェブサイトの商品売上が増大されうる。
【００６０】
　当業者であれば、さらなる利点および変形に容易に想到する。そのため、本発明は、よ
り広い態様において、図示および本明細書に記載された具体的な詳細および代表的な実施
形態に限定されない。したがって、添付の請求項およびそれらの等価物に規定される本発
明の趣旨および範囲から逸脱することなく、様々な変形および修正がなされうる。
【００６１】
　上述の実施形態は、理解しやすいようにいくぶん詳しく説明されているが、本発明は、
提供された詳細事項に限定されるものではない。本発明を実施する多くの代替方法が存在
する。開示された実施形態は、例示であり、限定を意図するものではない。
　例えば、電子商取引システムであって、１または複数のプロセッサであって、１組のバ
ックエンドカテゴリに関連する取引情報であって、予め定められた期間中に前記１組のバ
ックエンドカテゴリにおいて取引を完了した前記システムのユーザのユーザ情報を含む取
引情報を取得し、前記ユーザ情報に基づいて、前記予め定められた期間中に前記システム
のユーザによって選択された１組のフロントエンドカテゴリを決定し、前記１組のフロン
トエンドカテゴリに含まれるフロントエンドカテゴリが前記予め定められた期間中に前記
システムの前記ユーザによって選択された回数を決定し、前記取引情報と、前記フロント
エンドカテゴリが前記予め定められた期間中に選択された前記回数とに従って、前記フロ
ントエンドカテゴリを調整するよう構成された１または複数のプロセッサと、
　前記１または複数のプロセッサの少なくとも１つに接続され、前記プロセッサに命令を
提供するよう構成されたメモリと、を備える、システム、
　電子商取引システムにおいてカテゴリを管理する方法であって、１組のバックエンドカ
テゴリに関連する取引情報を取得し、前記取引情報は、予め定められた期間中に前記１組
のバックエンドカテゴリにおいて取引を完了した前記システムのユーザのユーザ情報を含
み、前記ユーザ情報に基づいて、前記予め定められた期間中に前記システムのユーザによ
って選択された１組のフロントエンドカテゴリを決定し、前記１組のフロントエンドカテ
ゴリに含まれるフロントエンドカテゴリが前記予め定められた期間中に前記システムの前
記ユーザによって選択された回数を決定し、前記取引情報と、前記フロントエンドカテゴ
リが前記予め定められた期間中に選択された前記回数とに従って、前記フロントエンドカ
テゴリを調整すること、を備える、方法、
　コンテンツを供給するためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ
プログラム製品は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に具現化され、１組のバック
エンドカテゴリに関連する取引情報であって、予め定められた期間中に前記１組のバック
エンドカテゴリにおいて取引を完了した前記システムのユーザのユーザ情報を含む取引情
報を取得するためのコンピュータ命令と、前記ユーザ情報に基づいて、前記予め定められ
た期間中に前記システムのユーザによって選択された１組のフロントエンドカテゴリを決
定するためのコンピュータ命令と、フロントエンドカテゴリの前記１組のフロントエンド
カテゴリが前記予め定められた期間中に前記システムの前記ユーザによって選択された回
数を決定するためのコンピュータ命令と、前記取引情報と、前記フロントエンドカテゴリ
が前記予め定められた期間中に選択された前記回数とに従って、前記フロントエンドカテ
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ゴリを調整するためのコンピュータ命令と、を含む、コンピュータプログラム製品、が提
供される。
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